
事業所税

　事業所税は、都市環境の整備や改善の費用を事務所又は事業所で事業を行う個人又は法人に負担していただく目的税です。
　令和８年度は主に下記の事業に使う予定です。

道路、駐車場その他の

交通施設の整備事業

632,596千円

(12.6%)

公園、緑地その他の

公共空地の整備事業

144,526千円

(2.9%)

水道、下水道、廃棄物処理施

設その他の供給施設又は処

理施設の整備事業

1,355,503千円

(27.0%)

河川その他の水路の

整備事業

20,210千円

(0.4%)

学校、図書館その他の教

育文化施設の整備事業

303,998千円

（6.1％）

病院、保育所その他の医療施設又

は社会福祉施設の整備事業

54,916千円

(1.1%)

防災に関する事業

114,511千円

(2.3%)

都市計画法第12条第１項各号に

掲げる事業（区画整理事業）

113,273千円

（2.2%）

公債費

2,027,421千円

(40.4%)

徴税費

250,892千円

(5.0%)

事業所税の使いみち

令和８年度予算
事業所税

5,017,846千円


